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【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】
 
（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）

（第９回新株予約権）  

その他の者に対する割当 20,480,000円

発行価額の総額に新株予約権の行使に際して

払い込むべき金額の合計額を合算した金額

 

4,326,400,000円

（第10回新株予約権）  

その他の者に対する割当 700,000円

発行価額の総額に新株予約権の行使に際して

払い込むべき金額の合計額を合算した金額

 

 1,000,700,000円

（第９回及び第10回の合計）  

その他の者に対する割当 21,180,000円

発行価額の総額に新株予約権の行使に際して

払い込むべき金額の合計額を合算した金額

 

 5,327,100,000円

（注）　発行価額の総額及び発行価額の総額に新株予約権の行使

に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は、

本有価証券届出書提出日現在における見込額である。行

使価額が修正又は調整された場合には、発行価額の総額

に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額

を合算した金額は増加又は減少する。

また、新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合

及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新

株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は減

少する。

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行新株予約権証券（第９回新株予約権証券）】

（１）【募集の条件】

発行数 51,200個

発行価額の総額

金20,480,000円

（本有価証券届出書提出日現在における見込額であり、発行価格に51,200を乗じた金額とす

る。）

発行価格

本新株予約権１個あたり金400円とするが、当該時点における株価変動等諸般の事情を考慮

の上で本新株予約権に係る最終的な条件を決定する日として当社取締役会が定める2018年５

月23日から2018年５月25日までの間のいずれかの日（以下「条件決定日」という。）におい

て、別記「第３　第三者割当の場合の特記事項　３　発行条件に関する事項　(1）発行価格

の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方」に記載する方法と同様の方法で算定され

た結果が400円を上回る場合には、かかる算定結果に基づき決定される金額とする。

申込手数料 該当事項なし

申込単位 １個

申込期間
2018年６月７日から2018年６月11日までの間のいずれかの日とする。ただし、条件決定日の

15日後の日とし、当日が休業日の場合はその翌営業日とする。

申込証拠金 該当事項なし

申込取扱場所
ソースネクスト株式会社　総務・人事グループ

東京都港区東新橋一丁目５番２号

払込期日
2018年６月７日から2018年６月11日までの間のいずれかの日とする。ただし、条件決定日の

15日後の日とし、当日が休業日の場合はその翌営業日とする。

割当日
2018年６月７日から2018年６月11日までの間のいずれかの日とする。ただし、条件決定日の

15日後の日とし、当日が休業日の場合はその翌営業日とする。

払込取扱場所
株式会社三井住友銀行　東京中央支店

東京都中央区日本橋二丁目７番１号

　（注）１　本有価証券届出書による当社の新規発行新株予約権（第９回新株予約権。以下「１　新規発行新株予約権証

券（第９回新株予約権証券）」において、「本新株予約権」という。）に係る募集については、2018年５月

15日（以下「発行決議日」という。）開催の当社取締役会（以下「本取締役会」という。）においてその発

行を決議している。なお、本新株予約権及び本新株予約権と同日に発行される後記「２　新規発行新株予約

権証券（第10回新株予約権証券）」記載の第10回新株予約権を、以下総称して「本件新株予約権」という。

２　申込方法は、申込期間内に上記申込取扱場所に申込みをすることとする。

３　払込方法は、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとする。

４　本新株予約権の募集は第三者割当の方法による。

５　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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（２）【新株予約権の内容等】

当該行使価額修正条項付

新株予約権付社債券等の

特質

１　本新株予約権の目的となる株式の総数は5,120,000株、交付株式数（別記「新株予約権

の目的となる株式の数」欄第１項に定義する。以下同じ。）は100株で確定しており、

株価の上昇又は下落により行使価額（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第１項

に定義する。以下同じ。）が修正されても変化しない（ただし、別記「新株予約権の目

的となる株式の数」欄に記載のとおり、交付株式数は、調整されることがある。）。な

お、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調

達の額は増加又は減少する。

 ２　本新株予約権の行使価額の修正基準：本新株予約権の行使価額は、2018年６月12日以

降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の株式会社東京証券取

引所（以下「東証」という。）における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値が

ない場合には、その直前の終値とし、以下「東証終値」という。）の92％に相当する金

額の0.1円未満の端数を切り上げた金額が、当該行使請求の通知が行われた日の直前に

有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該行使請求の通知が行

われた日以降、当該金額に修正される。

 ３　行使価額の修正頻度：行使の際に本欄第２項に記載の条件に該当する都度、修正され

る。

 ４　行使価額の下限：本新株予約権の下限行使価額は、条件決定基準株価（別記「新株予約

権の行使時の払込金額」欄第２項に定義する。以下同じ。）の水準によって、以下のと

おり決定される。

 (1）条件決定基準株価が841円以上である場合

 条件決定基準株価の90％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額とす

る。

 (2）条件決定基準株価が841円を下回る場合

 発行決議日の直前取引日の東証終値の90％に相当する金額の１円未満の端数を切り

上げた757円とする。

 ５　交付株式数の上限：本新株予約権の目的となる株式の総数は5,120,000株（発行決議日

現在の発行済株式数に対する割合は8.07％）、交付株式数は100株で確定している。

 ６　本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限（本欄第４項に記載の行使価額

の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額）：3,896,320,000円（た

だし、この金額は、本欄第４項に従って決定される下限行使価額について、757円を基

準として計算した金額であり、実際の金額は条件決定日に確定する。また、本新株予約

権は行使されない可能性がある。）

 ７　本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設

けられている（詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参

照）。

新株予約権の目的となる

株式の種類

当社普通株式

当社普通株式の内容は、完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準

となる株式

 単元株式数100株

新株予約権の目的となる

株式の数

１　本新株予約権の目的である株式の総数は5,120,000株とする（本新株予約権１個あたり

の目的である株式の数（以下「交付株式数」という。）は、100株とする。）。ただ

し、本欄第２項乃至第５項により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目

的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。

 ２　当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第４項の規定に従って行使価額の調整

を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整されるものとする。

 
 

調整後交付株式数＝
調整前交付株式数×調整前行使価額

調整後行使価額
 

 上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の

払込金額」欄第４項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

 ３　前項の調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
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 ４　調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金

額」欄第４項第(2)号、第(4)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定め

る調整後行使価額を適用する日と同日とする。

 ５　交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事

由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株

予約権に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）に通知する。ただし、

別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第４項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前

日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行

う。

新株予約権の行使時の払

込金額

１　本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権１個の行使に際

して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式１株あたりの金銭

の額（以下「行使価額」という。）に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果１

円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

 ２　行使価額は、当初、条件決定日の直前取引日の東証終値（以下「条件決定基準株価」と

いう。）又は下限行使価額のいずれか高い方の金額とする。ただし、行使価額は、本欄

第３項又は第４項に従い、修正又は調整されることがある。

 ３　行使価額の修正

 (1）2018年６月12日以降、別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取

扱場所」欄第４項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日

（以下「修正日」という。）の直前取引日の東証終値の92％に相当する金額の0.1円

未満の端数を切り上げた金額（以下「修正日価額」という。）が、当該修正日の直前

に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修

正日以降、当該修正日価額に修正される（修正後の行使価額を以下「修正後行使価

額」という。）。

 ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額を下回る場合には、修正

後行使価額は下限行使価額とする。

 「下限行使価額」は、条件決定基準株価の水準によって、以下のとおり決定され、本

欄第４項第(1)号乃至第(5)号による調整を受ける。

 ①　条件決定基準株価が841円以上である場合

 条件決定基準株価の90％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額とす

る。

 ②　条件決定基準株価が841円を下回る場合

 757円とする。

 (2）本項第(1)号により行使価額が修正される場合には、当社は、別記「新株予約権の行

使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第４項第(2)号に定める払込みの

際に、本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。

 ４　行使価額の調整

 (1）当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数

に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式（以下

「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。

 
 

    
既発行普通株式数＋

交付普通株式数×１株あたりの払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数
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 (2）行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行

使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

 ①　時価（本項第(3)号②に定義する。以下同じ。）を下回る払込金額をもって当社

普通株式を交付する場合（ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権

付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株

予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券若しくは権利

の転換、交換又は行使による場合を除く。）

 調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該

払込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、当社普通株式の株主（以下

「当社普通株主」という。）に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある

場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

 ②　当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合

 調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は

当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、

当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与え

るための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

 ③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価（本項第(3)

号⑤に定義する。以下同じ。）をもって当社普通株式を交付する定めがあるもの

を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は時価を下回る対価をもって

当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）その他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含

む。）（ただし、本新株予約権以外の本件新株予約権の発行を除く。）

 調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む。）その他の証券又は権利（以下「取得請求権付株式

等」という。）の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に交付され

ることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみ

なして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合は割当日）又は無償割当ての効

力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける

権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

 上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価

が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使

価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該

対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる

当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価

額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを

適用する。

 ④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。）の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株

式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

 上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権

付社債に付されたものを含む。）（以下「取得条項付株式等」という。）に関し

て当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上

記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数（本項第(3)号⑥に定義する。以

下同じ。）が、(ⅰ)上記交付の直前の既発行普通株式数（本項第(3)号③に定義

する。以下同じ。）を超えるときに限り、調整後の行使価額は、当該超過する株

式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用

して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合

は、本④の調整は行わないものとする。
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 ⑤　取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株あたりの対価（本⑤に

おいて「取得価額等」という。）の下方修正等が行われ（本号又は本項第(4)号

と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。）、当該下方修正等が行わ

れた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日（以下「取得価額等修正日」と

いう。）における時価を下回る価額になる場合（ただし、本新株予約権以外の本

件新株予約権の行使価額の修正の場合を除く。）

 （ⅰ）当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額

等修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正

日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で

転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株

式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして本号③の規定を準

用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。

 （ⅱ）当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調

整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存

する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交

換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄

化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数を

超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調

整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出す

るものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、１か月

間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額

は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額

調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用

する。

 ⑥　本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるた

めの基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会

又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③

にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用

するものとする。

 この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本

新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通

株式を交付するものとする。ただし、株式の交付については別記（注）７　(2)

の規定を準用する。

 
 

株式数＝

（調整前行使価額－調整後行使価額）×
調整前行使価額により当該

期間内に交付された株式数

調整後行使価額
 

 この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行

わない。

 ⑦　本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合に

おける調整後の行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類

似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。

 (3）①　行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第

２位を切り捨てる。

 ②　行使価額調整式及び本項第(2)号において「時価」とは、調整後の行使価額を適

用する日（ただし、本項第(2)号⑥の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始ま

る30取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値

のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位

まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。
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 ③　行使価額調整式及び本項第(2)号において「既発行普通株式数」とは、当社普通

株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその

日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の行使価額を適用する日

の１か月前の日における、当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有

する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)

号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されて

いない当社普通株式の株式数を加えるものとする。

 ④　当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「交付

普通株式数」は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当

社普通株式の数を含まないものとする。

 ⑤　本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）の発行に際して払込みがなされた額（本項第(2)号

③における新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合に

は、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取

得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の

財産（当社普通株式を除く。）の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際

して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整にお

いては、当該対価を行使価額調整式における１株あたりの払込金額とする。

 ⑥　本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後の行使価額を適

用する日の１か月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日におけ

る当社の有する当社普通株式数を控除し、(ⅰ)（本項第(2)号④においては）当

該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」と

みなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数（た

だし、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「交付普通株式

数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式

数を除く。）及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる

当社普通株式の株式数を加え、また(ⅱ)（本項第(2)号⑤においては）当該行使

価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなさ

れた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数（ただし、

当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「交付普通株式数」

とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を

除く。）及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得

価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとな

る当社普通株式の株式数を加えるものとする。

 (4）本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に

は、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

 ①　株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分

割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株

式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を

必要とするとき。

 ②　当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要

とするとき。

 ③　その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価

額の調整を必要とするとき（ただし、本新株予約権以外の本件新株予約権の行使

価額の調整の場合を除く。）。

 ④　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整

後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考

慮する必要があるとき。

 (5）本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が

本欄第３項第(1)号に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な

行使価額の調整を行う。ただし、この場合も、下限行使価額については、かかる調整

を行うものとする。
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 (6）本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書

面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用

の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号⑥の場合

その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降

すみやかにこれを行う。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価額の総額

金4,326,400,000円（本有価証券届出書提出日現在における見込額である。）

別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項又は第４項により、行使価額が修正又は調

整された場合には、上記金額は増加又は減少する。また、本新株予約権の行使期間内に行使

が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少す

る。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額

１　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、当該行使請求に係

る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る

本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る交付株式数で除した

額とする。

 ２　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則

第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額と

し、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増

加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とす

る。

新株予約権の行使期間 2018年６月12日から2021年６月11日までの期間（以下「行使可能期間」という。）とする。

ただし、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日（株式会社証券保管

振替機構（以下「機構」という。）の休業日等でない日をいう。）並びに機構が必要である

と認めた日については、行使請求をすることができないものとする。

新株予約権の行使請求の

受付場所、取次場所及び

払込取扱場所

１　新株予約権の行使請求受付場所

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

２　新株予約権の行使請求取次場所

 該当事項なし

 ３　新株予約権の行使に関する払込取扱場所

 株式会社三井住友銀行　東京中央支店

 ４　新株予約権の行使請求及び払込の方法

 (1）本新株予約権の行使請求は、機構又は口座管理機関（社債、株式等の振替に関する法

律（以下「社債等振替法」という。）第２条第４項に定める口座管理機関をいう。以

下同じ。）に対し行使請求に要する手続きを行い、行使可能期間中に機構により行使

請求受付場所に行使請求の通知が行われることにより行われる。

 (2）本新株予約権を行使する場合、本項第(1)号の行使請求に要する手続きとともに、本

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通

じて現金にて本欄第３項に定める新株予約権の行使に関する払込取扱場所の当社の指

定する口座に払い込むものとする。

 (3）本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件

１　当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（当該取締役会後15取引日を超えな

い日に定められるものとする。）を別に定めた場合には、当該取得日において、残存す

る本新株予約権の全部を取得する。当社は、本新株予約権を取得するのと引換えに、当

該本新株予約権の新株予約権者に対して、本新株予約権１個あたり払込金額と同額を交

付する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。

 ２　当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式

移転（以下「組織再編行為」という。）につき当社株主総会で承認決議した場合、当該

組織再編行為の効力発生日以前に、当社が本新株予約権を取得するのと引換えに当該本

新株予約権の新株予約権者に対して本新株予約権１個あたり払込金額と同額を交付し

て、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却す

るものとする。
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 ３　当社は、当社が発行する株式が東証により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘

柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場

廃止が決定した日から２週間後の日（機構の休業日等である場合には、その翌営業日と

する。）に、本新株予約権を取得するのと引換えに当該本新株予約権の新株予約権者に

対して本新株予約権１個あたり払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全

部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。

 ４　本欄第１項及び第２項により本新株予約権を取得する場合には、当社は、当社取締役会

で定める取得日の２週間前までに、当該取得日を、本新株予約権者に通知する。

新株予約権の譲渡に関す

る事項

該当事項なし

代用払込みに関する事項 該当事項なし

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

該当事項なし

　（注）１　本件新株予約権（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）の発行により資金の調達をしようとする理由

(1）資金調達の主な目的

当社グループは、ソースネクストという社名に「次の常識をつくる」という意味を込め、コンシューマ向

けソフトウェアを企画・開発・販売する会社として1996年に設立いたしました。「製品を通じて、喜びと

感動を世界中の人々に広げることで、世界一エキサイティングな企業になる」という理念のもと、世界中

から便利で高品質なスマートフォンアプリ・パソコンソフト等を発掘又は自社開発し、誰でも手軽に買え

る価格、かつ多くの販路で提供しております。パソコンソフトにおいては、セキュリティソフト「ZEROウ

イルスセキュリティ」「ZEROスーパーセキュリテイ」、年賀状作成ソフト「筆王」「筆まめ」、パソコン

加速ソフト「驚速」、タイピングソフト「特打」、を代表とする数々のヒット作を開発・販売し、累計出

荷本数は4,000万本、登録ユーザー数は1,600万人を突破しております。直近会計年度では年賀状作成ソフ

トで販売本数１位の「筆まめ」を販売する株式会社筆まめを完全子会社化すると共に、世界最大手の言語

学習サービス「ロゼッタストーン」の国内無期限商標使用権、独占販売権、デジタルダウンロード製品の

改変権を取得するなど、M&Aや大型ブランドのIP（知的財産権）取得を推進することにより、さらなる事

業の拡大を推し進めております。さらに、昨年2017年10月には、当社初のIoT製品である自動通訳機「ポ

ケトーク」を発表しました。本製品はクラウド上で複数の翻訳エンジンを利用することで、世界63言語を

組み合わせ自由に音声通訳できるIoT通訳機です。発表以降わずか11日間で初回生産分が完売するなど好

評いただき、メディアでも多く話題になっております。

現在当社では、中長期的な経営戦略における新製品の強化及び事業拡大による、収益体質の一層の強化に

取り組んでおります。具体的には、22年間のソフトウェアの開発経験や、1,600万人以上のユーザー資

産、家電量販店を始めとする盤石な物流網を活かしながら、①IoT製品を始めとする独自機能をもつ新製

品開発の強化、②さらなるユーザー層拡大のための広告宣伝の強化、③M&AやIP取得等による大型ブラン

ドの獲得等を進めることにより企業価値のさらなる成長につなげていきたいと考えております。

今後のさらなる成長に必要な資金の調達については、財務基盤の強化に資するエクイティ性のファイナン

スによる実施が適切であると判断し、株価への影響や希薄化率にも配慮し慎重に検討を行った結果、今回

のエクイティ・ファイナンスを実施することを決議いたしました。今回の資金調達により、当社のさらな

る成長と安定的な財務体質の構築を実現し、喜びと感動を広げる製品を世界中の人々へ提供することで利

益の最大化につとめて参ります。

なお、今回のエクイティ・ファイナンスにおける具体的な資金使途及び支出予定時期につきましては、下

記「３　新規発行による手取金の使途　(2）手取金の使途」に記載しております。

 

(2）本件新株予約権の商品性

①　本件新株予約権の構成

・本件新株予約権１個あたりの目的となる株式の数は100株と固定されており、本件新株予約権の目的と

なる株式の総数は6,120,000株（第９回新株予約権の交付株式数5,120,000株及び第10回新株予約権の交

付株式数1,000,000株の合計数）です。

・本件新株予約権の新株予約権者はその裁量により本件新株予約権を行使することができます。ただし、

下記②及び③に記載のとおり、当社と割当予定先である野村證券株式会社（以下「割当予定先」とい

う。）との間で締結予定の買取契約の規定により当社が行使指定（下記②に定義する。）又は停止指定

（下記③に定義する。以下同じ。）を行うことができますので、当社の裁量により、割当予定先に対し

て一定数量の範囲内での行使を義務づける、又は行使を行わせないようにすることが可能となります。

・第９回新株予約権の行使価額は、当初、条件決定日の直前取引日の東証終値又は下限行使価額のいずれ

か高い方の金額、第10回新株予約権の行使価額は、当初1,000円ですが、各本件新株予約権の各行使請
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求の通知が行われた日以降、当該行使請求が行われた回号の本件新株予約権の行使価額は、当該通知が

行われた日の直前取引日の東証終値の92％に相当する金額に修正されます。ただし、第９回新株予約権

の行使価額の下限は、第９回新株予約権の発行要項に従って条件決定日に決定され、第10回新株予約権

の行使価額の下限は1,000円ですが、修正後の価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限

行使価額が修正後の行使価額となります。なお、第10回新株予約権の行使価額及びその下限は、新製品

の強化等により将来株価が上昇した場合を想定して設定したものです。

・本件新株予約権の行使可能期間は、約３年間（2018年６月12日から2021年６月11日までの期間）であり

ます。ただし、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日並びに機構が必要である

と認めた日については、行使請求をすることができません。

 

本件新株予約権の募集に係る届出の効力発生後、当社と割当予定先との間で締結予定の買取契約におい

て、主に下記②乃至④の内容について合意する予定です。

 

②　当社による行使指定

・2018年６月12日以降、2021年５月14日までの間において、当社の判断により、当社は割当予定先に対し

て各回の本件新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき各回の本件新株予約権の数を指定すること（以

下「行使指定」という。）ができます。

・行使指定に際しては、その決定を行う日（以下「行使指定日」という。）において、以下の要件を満た

すことが前提となります。

（ⅰ）東証終値が当該回号の本件新株予約権の下限行使価額の120％に相当する金額を下回っていない

こと

（ⅱ）いずれかの回号の本件新株予約権に係る前回の行使指定日から20取引日以上経過していること

（ⅲ）当社が、未公表の重要事実を認識していないこと

（ⅳ）当社普通株式の株価に重大な影響を及ぼす事実の開示を行った日及びその翌取引日でないこと

（ⅴ）当該回号の本件新株予約権について停止指定が行われていないこと

（ⅵ）東証における当社普通株式の普通取引が東証の定める株券の呼値の制限値幅の上限に達し（ス

トップ高）又は下限に達した（ストップ安）まま終了していないこと

・当社が行使指定を行った場合、割当予定先は、原則として、行使指定日の翌取引日から20取引日以内

（以下「指定行使期間」という。）に指定された数の各回の本件新株予約権を行使する義務を負いま

す。

・一度に行使指定可能な本件新株予約権の数には限度があり、本件新株予約権の行使により交付されるこ

ととなる当社株式の数が、行使指定日の直前取引日までの20取引日若しくは60取引日における当社株式

の１日あたり平均出来高のいずれか少ない方に２を乗じて得られる数を超えないように指定する必要が

あります。

・ただし、行使指定後、当該行使指定に係る指定行使期間中に東証終値が当該行使指定に係る回号の本件

新株予約権の下限行使価額を下回った場合には、以後、当該回号の本件新株予約権の行使指定の効力は

失われます。

・当社は、行使指定を行う際にはその旨をプレスリリースにて開示いたします。

 

③　当社による停止指定

・当社は、割当予定先が本件新株予約権の全部又は一部を行使することができない期間（以下「停止指定

期間」という。）として、2018年６月14日から2021年５月11日までの間の任意の期間を指定（以下「停

止指定」という。）することができます。

・停止指定を行う場合には、当社は、2018年６月12日から2021年５月７日までの間において停止指定を決

定し、当該決定をした日に、停止指定を行う旨及び停止指定期間を割当予定先に通知いたします。ただ

し、上記②の行使指定を受けて割当予定先が行使義務を負っている本件新株予約権の行使を妨げるよう

な停止指定を行うことはできません。なお、上記の停止指定期間については、停止指定を行った旨をプ

レスリリースにより開示した日の２取引日以後に開始する期間を定めるものとします。

・なお、当社は、一旦行った本件新株予約権に係る停止指定をいつでも取消すことができます。

・本件新株予約権に係る停止指定を行う際には、停止指定を行った旨及び停止指定期間を、また停止指定

を取消す際にはその旨をプレスリリースにて開示いたします。
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④　割当予定先による本件新株予約権の取得の請求

・割当予定先は、(ⅰ)2018年６月12日以降、2021年５月11日までの間のいずれかの20連続取引日の東証終

値の全てが条件決定決議日の直前取引日の東証終値の90％に相当する金額を下回った場合、(ⅱ)2021年

５月12日以降2021年５月21日までの期間、(ⅲ)当社が吸収分割若しくは新設分割につき当社の株主総会

（株主総会の決議を要しない場合は、取締役会）で承認決議した後、当該吸収分割若しくは新設分割の

効力発生日の15取引日前までの期間、又は(ⅳ)当社と割当予定先との間で締結予定の買取契約に定める

当社の表明及び保証に虚偽があった場合等一定の場合、当社に対して通知することにより、本件新株予

約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、各回の本件新株予約権の要項

に従い、各回の本件新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存する本件新株予約権の

全てを取得します。

 

(3）本件新株予約権を選択した理由

数あるエクイティ・ファイナンス手法の中から資金調達手法を選択するにあたり、当社は、既存株主の利

益に充分配慮するため、株価への影響の軽減や過度な希薄化の抑制が可能となる仕組みが備わっているか

どうかを最も重視いたしました。

その結果、以下に記載した本件新株予約権の特徴を踏まえ、当社は、本件新株予約権が当社のニーズを充

足し得る現時点での最良の選択肢であると判断し、その発行を決議いたしました。

（本件新株予約権の主な特徴）

＜当社のニーズに応じた特徴＞

①　約３年間にわたり発生する資金調達ニーズへの柔軟な対応が可能なこと

・今般の資金調達における調達資金の拠出時期は、後記「３　新規発行による手取金の使途　(2）

手取金の使途」に記載のとおり、約３年間にわたります。本件新株予約権は、発行後の株価の状

況や当社の資金調達ニーズが高まるタイミングを考慮し、行使指定や停止指定を行うことを通じ

て、臨機応変に資金調達を実現することが可能な設計になっております。

②　過度な希薄化の抑制が可能なこと

・本件新株予約権は、潜在株式数が6,120,000株（第９回新株予約権の交付株式数5,120,000株及び

第10回新株予約権の交付株式数1,000,000株の合計数。発行決議日現在の発行済株式数

63,481,000株の9.64％）と一定であり、株式価値の希薄化が限定されております。なお、本件新

株予約権の行使の結果交付されることとなる当社株式の一部には当社が有する自己株式が充当さ

れる予定です。

・本件新株予約権の新株予約権者がその裁量により本件新株予約権を行使することができるため、

当社が行使指定を行わずとも株価が下限行使価額を上回る水準では行使が進むことが期待される

一方、当社は、当社株価動向等を勘案して停止指定を行うことによって、本件新株予約権の行使

が行われないようにすることができます。

③　株価への影響の軽減が可能なこと

以下の仕組みにより、株価への影響の軽減が可能となると考えております。

・行使価額は各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の東証終値を基準として修正される仕

組みとなっていることから、複数回による行使と行使価額の分散が期待されるため、当社株式

の供給が一時的に過剰となる事態が回避されやすいこと

・一定の水準の下限行使価額が設定されていること

・行使指定を行う際には、東証終値が下限行使価額の120％の水準以上である必要があり、ま

た、本（注）１　(2)　②に記載のとおり、一度に行使指定可能な数量の範囲は行使指定直前

の一定期間の出来高を基本として定められることとなっており、行使が発生する株価水準や株

式発行又は処分による需給悪化懸念に配慮した設計となっていること

④　資本政策の柔軟性が確保されていること

・資本政策の変更が必要となった場合、当社の判断により、残存する本件新株予約権の全部をいつ

でも取得することができ、資本政策の柔軟性を確保できます。

 

＜本件新株予約権の主な留意事項＞

本件新株予約権には、主に、下記⑤乃至⑧に記載された留意事項がありますが、当社といたしまして

は、上記①乃至④に記載のメリットから得られる効果の方が大きいと考えております。

⑤　第９回新株予約権の下限行使価額は、第９回新株予約権の発行要項に従って条件決定日に決定さ

れ、第10回新株予約権の下限行使価額は1,000円に設定されておりますが、当社普通株式の株価

が継続して下限行使価額を下回る水準にある場合、資金調達できない可能性があります。

⑥　第９回新株予約権については、株価の下落局面では、行使価額が下方修正されることにより、調

達額が予定額を下回る可能性があります。ただし、行使価額は下限行使価額を下回ることはあり
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ません。なお、第10回新株予約権については、当初の行使価額と下限行使価額が同一に設定され

ており、当該本新株予約権が全て行使された場合に、調達額が予定額を下回ることはありませ

ん。

⑦　当社の株式の流動性が減少した場合には、調達完了までに時間がかかる可能性があります。

⑧　本件新株予約権発行後、東証終値が20取引日連続して条件決定決議日の直前取引日の東証終値の

90％に相当する金額を下回った場合等には、割当予定先が当社に対して本件新株予約権の取得を

請求する場合があります。

 

（他の資金調達方法と比較した場合の本件新株予約権の特徴）

⑨　公募増資等により一度に全株を発行すると、一時に資金を調達できる反面、１株あたりの利益の

希薄化も一時に発生するため株価への影響が大きくなるおそれがあると考えられます。

社債、借入れによる資金調達は、一時に資金を調達できる反面、調達金額が負債となるため財務

健全性指標は低下いたします。

本件新株予約権においては、上記③に記載のとおり、行使の分散、下限行使価額の設定等の仕組

みにより株価への影響の軽減が期待されます。また、調達金額は資本となるため、財務健全性指

標は上昇いたします。一方、当社株式の株価・流動性の動向次第では、実際の調達金額が当初の

予定を下回る可能性があります。

 

２　本件新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの

内容

本件新株予約権に関して、当社は、割当予定先との間で、本件新株予約権の募集に関する届出の効力発生を

もって締結予定の買取契約において、本（注）１　(2)　②乃至④に記載の内容以外に下記の内容について

合意する予定であります。

＜割当予定先による行使制限措置＞

①　当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第１項及び同規程施行規則第436条第１項乃至第５項

の定めに基づき、ＭＳＣＢ等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証

券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除

き、本件新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる

株式数が本件新株予約権の払込日時点における当社上場株式数の10％を超えることとなる場合の、当

該10％を超える部分に係る新株予約権の行使（以下「制限超過行使」という。）を割当予定先に行わ

せません。

②　割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本件新

株予約権の行使を行わないことに同意し、本件新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対

し、本件新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行います。

３　当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

本件新株予約権に関して、割当予定先は本件新株予約権の権利行使により取得することとなる当社普通株式

の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行いませ

ん。

４　当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取

決めの内容

本件新株予約権の発行に伴い、当社代表取締役社長である松田憲幸は、その保有する当社株式について割当

予定先への貸株を行う予定です。

５　その他投資者の保護を図るため必要な事項

割当予定先は、当社との間で締結予定の買取契約の規定により、本件新株予約権を第三者に譲渡する場合に

は、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要があります。その場合には、割当予定先は、あら

かじめ譲受人となる者に対して、当社との間で本（注）２　①及び②の内容等について約させるものとしま

す。ただし、割当予定先が、本件新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げま

せん。

６　振替新株予約権

本件新株予約権は、その全部について社債等振替法第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受け

ることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第２項に定める場合を除き、新株予約権

証券を発行することができません。
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７　本件新株予約権行使の効力発生時期等

(1）本件新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が別記「新株予約権の行使請求の受付場

所、取次場所及び払込取扱場所」欄に記載の行使請求受付場所に行われ、かつ、本件新株予約権の行使に

際して出資される財産の価額の全額が払込取扱場所の当社の指定する口座に入金された日に発生します。

(2）当社は、本件新株予約権の行使請求の効力が発生した日の３銀行営業日後の日に振替株式の新規記録又は

自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付します。

８　単元株式数の定めの廃止等に伴う取扱い

当社が単元株式数の定めを廃止する場合等、各回の本件新株予約権の要項の規定中読み替えその他の措置が

必要となる場合には、当社は必要な措置を講じます。

 

（３）【新株予約権証券の引受け】

　該当事項なし
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２【新規発行新株予約権証券（第10回新株予約権証券）】

（１）【募集の条件】

発行数 10,000個

発行価額の総額

金700,000円

（本有価証券届出書提出日現在における見込額であり、発行価格に10,000を乗じた金額とす

る。）

発行価格

本新株予約権１個あたり金70円とするが、当該時点における株価変動等諸般の事情を考慮の

上で条件決定日において、別記「第３　第三者割当の場合の特記事項　３　発行条件に関す

る事項　(1）発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方」に記載する方法と

同様の方法で算定された結果が70円を上回る場合には、かかる算定結果に基づき決定される

金額とする。

申込手数料 該当事項なし

申込単位 １個

申込期間
2018年６月７日から2018年６月11日までの間のいずれかの日とする。ただし、条件決定日の

15日後の日とし、当日が休業日の場合はその翌営業日とする。

申込証拠金 該当事項なし

申込取扱場所
ソースネクスト株式会社　総務・人事グループ

東京都港区東新橋一丁目５番２号

払込期日
2018年６月７日から2018年６月11日までの間のいずれかの日とする。ただし、条件決定日の

15日後の日とし、当日が休業日の場合はその翌営業日とする。

割当日
2018年６月７日から2018年６月11日までの間のいずれかの日とする。ただし、条件決定日の

15日後の日とし、当日が休業日の場合はその翌営業日とする。

払込取扱場所
株式会社三井住友銀行　東京中央支店

東京都中央区日本橋二丁目７番１号

　（注）１　本有価証券届出書による当社の新規発行新株予約権（第10回新株予約権。以下「２　新規発行新株予約権証

券（第10回新株予約権証券）」において、「本新株予約権」という。）に係る募集については、本取締役会

においてその発行を決議している。

２　申込方法は、申込期間内に上記申込取扱場所に申込みをすることとする。

３　払込方法は、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとする。

４　本新株予約権の募集は第三者割当の方法による。

５　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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（２）【新株予約権の内容等】

当該行使価額修正条項付

新株予約権付社債券等の

特質

１　本新株予約権の目的となる株式の総数は1,000,000株、交付株式数（別記「新株予約権

の目的となる株式の数」欄第１項に定義する。以下同じ。）は100株で確定しており、

株価の上昇又は下落により行使価額（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第１項

に定義する。以下同じ。）が修正されても変化しない（ただし、別記「新株予約権の目

的となる株式の数」欄に記載のとおり、交付株式数は、調整されることがある。）。な

お、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調

達の額は増加又は減少する。

 ２　本新株予約権の行使価額の修正基準：本新株予約権の行使価額は、2018年６月12日以

降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の株式会社東京証券取

引所（以下「東証」という。）における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値が

ない場合には、その直前の終値とし、以下「東証終値」という。）の92％に相当する金

額の0.1円未満の端数を切り上げた金額が、当該行使請求の通知が行われた日の直前に

有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該行使請求の通知が行

われた日以降、当該金額に修正される。

 ３　行使価額の修正頻度：行使の際に本欄第２項に記載の条件に該当する都度、修正され

る。

 ４　行使価額の下限：本新株予約権の下限行使価額は1,000円とする。

 ５　交付株式数の上限：本新株予約権の目的となる株式の総数は1,000,000株（発行決議日

現在の発行済株式数に対する割合は1.58％）、交付株式数は100株で確定している。

 ６　本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限（本欄第４項に記載の行使価額

の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額）：1,000,700,000円（た

だし、実際の金額は条件決定日に確定する。また、本新株予約権は行使されない可能性

がある。）

 ７　本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設

けられている（詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参

照）。

新株予約権の目的となる

株式の種類

当社普通株式

当社普通株式の内容は、完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準

となる株式

 単元株式数100株

新株予約権の目的となる

株式の数

１　本新株予約権の目的である株式の総数は1,000,000株とする（本新株予約権１個あたり

の目的である株式の数（以下「交付株式数」という。）は、100株とする。）。ただ

し、本欄第２項乃至第５項により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目

的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。

 ２　当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第４項の規定に従って行使価額の調整

を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整されるものとする。

 
 

調整後交付株式数＝
調整前交付株式数×調整前行使価額

調整後行使価額
 

 上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の

払込金額」欄第４項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

 ３　前項の調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

 ４　調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金

額」欄第４項第(2)号、第(4)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定め

る調整後行使価額を適用する日と同日とする。

 ５　交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事

由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株

予約権に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）に通知する。ただし、

別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第４項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前

日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行

う。
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新株予約権の行使時の払

込金額

１　本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権１個の行使に際

して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式１株あたりの金銭

の額（以下「行使価額」という。）に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果１

円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

 ２　行使価額は、当初、1,000円とする。ただし、行使価額は、本欄第３項又は第４項に従

い、修正又は調整されることがある。

 ３　行使価額の修正

 (1）2018年６月12日以降、別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取

扱場所」欄第４項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日

（以下「修正日」という。）の直前取引日の東証終値の92％に相当する金額の0.1円

未満の端数を切り上げた金額（以下「修正日価額」という。）が、当該修正日の直前

に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修

正日以降、当該修正日価額に修正される（修正後の行使価額を以下「修正後行使価

額」という。）。

 ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が1,000円（ただし、本欄第４項第(1)号

乃至第(5)号による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。）を下回る場合に

は、修正後行使価額は下限行使価額とする。

 (2）本項第(1)号により行使価額が修正される場合には、当社は、別記「新株予約権の行

使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第４項第(2)号に定める払込みの

際に、本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。

 ４　行使価額の調整

 (1）当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数

に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式（以下

「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。

 
 

    
既発行普通株式数＋

交付普通株式数×１株あたりの払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数
 

 (2）行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行

使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

 ①　時価（本項第(3)号②に定義する。以下同じ。）を下回る払込金額をもって当社

普通株式を交付する場合（ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権

付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株

予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券若しくは権利

の転換、交換又は行使による場合を除く。）

 調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該

払込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、当社普通株式の株主（以下

「当社普通株主」という。）に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある

場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

 ②　当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合

 調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は

当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、

当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与え

るための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
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 ③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価（本項第(3)

号⑤に定義する。以下同じ。）をもって当社普通株式を交付する定めがあるもの

を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は時価を下回る対価をもって

当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）その他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含

む。）（ただし、本新株予約権以外の本件新株予約権の発行を除く。）

 調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む。）その他の証券又は権利（以下「取得請求権付株式

等」という。）の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に交付され

ることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみ

なして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合は割当日）又は無償割当ての効

力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける

権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

 上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価

が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使

価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該

対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる

当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価

額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを

適用する。

 ④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。）の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株

式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

 上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権

付社債に付されたものを含む。）（以下「取得条項付株式等」という。）に関し

て当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上

記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数（本項第(3)号⑥に定義する。以

下同じ。）が、(ⅰ)上記交付の直前の既発行普通株式数（本項第(3)号③に定義

する。以下同じ。）を超えるときに限り、調整後の行使価額は、当該超過する株

式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用

して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合

は、本④の調整は行わないものとする。

 ⑤　取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株あたりの対価（本⑤に

おいて「取得価額等」という。）の下方修正等が行われ（本号又は本項第(4)号

と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。）、当該下方修正等が行わ

れた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日（以下「取得価額等修正日」と

いう。）における時価を下回る価額になる場合（ただし、本新株予約権以外の本

件新株予約権の行使価額の修正の場合を除く。）

 （ⅰ）当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額

等修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正

日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で

転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株

式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして本号③の規定を準

用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
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 （ⅱ）当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調

整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存

する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交

換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄

化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数を

超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調

整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出す

るものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、１か月

間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額

は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額

調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用

する。

 ⑥　本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるた

めの基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会

又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③

にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用

するものとする。

 この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本

新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通

株式を交付するものとする。ただし、株式の交付については別記「１　新規発行

新株予約権証券（第９回新株予約権証券）　(2）新株予約権の内容等　（注）

７　(2）」の規定を準用する。

 
 

株式数＝

（調整前行使価額－調整後行使価額）×
調整前行使価額により当該

期間内に交付された株式数

調整後行使価額
 

 この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行

わない。

 ⑦　本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合に

おける調整後の行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類

似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。

 (3）①　行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第

２位を切り捨てる。

 ②　行使価額調整式及び本項第(2)号において「時価」とは、調整後の行使価額を適

用する日（ただし、本項第(2)号⑥の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始ま

る30取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値

のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位

まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。

 ③　行使価額調整式及び本項第(2)号において「既発行普通株式数」とは、当社普通

株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその

日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の行使価額を適用する日

の１か月前の日における、当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有

する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)

号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されて

いない当社普通株式の株式数を加えるものとする。

 ④　当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「交付

普通株式数」は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当

社普通株式の数を含まないものとする。
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 ⑤　本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）の発行に際して払込みがなされた額（本項第(2)号

③における新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合に

は、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取

得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の

財産（当社普通株式を除く。）の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際

して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整にお

いては、当該対価を行使価額調整式における１株あたりの払込金額とする。

 ⑥　本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後の行使価額を適

用する日の１か月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日におけ

る当社の有する当社普通株式数を控除し、(ⅰ)（本項第(2)号④においては）当

該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」と

みなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数（た

だし、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「交付普通株式

数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式

数を除く。）及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる

当社普通株式の株式数を加え、また(ⅱ)（本項第(2)号⑤においては）当該行使

価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなさ

れた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数（ただし、

当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「交付普通株式数」

とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を

除く。）及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得

価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとな

る当社普通株式の株式数を加えるものとする。

 (4）本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に

は、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

 ①　株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分

割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株

式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を

必要とするとき。

 ②　当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要

とするとき。

 ③　その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価

額の調整を必要とするとき（ただし、本新株予約権以外の本件新株予約権の行使

価額の調整の場合を除く。）。

 ④　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整

後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考

慮する必要があるとき。

 (5）本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が

本欄第３項第(1)号に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な

行使価額の調整を行う。ただし、この場合も、下限行使価額については、かかる調整

を行うものとする。

 (6）本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書

面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用

の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号⑥の場合

その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降

すみやかにこれを行う。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価額の総額

金1,000,700,000円（本有価証券届出書提出日現在における見込額である。）

別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項又は第４項により、行使価額が修正又は調

整された場合には、上記金額は増加又は減少する。また、本新株予約権の行使期間内に行使

が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少す

る。
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新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額

１　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、当該行使請求に係

る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る

本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る交付株式数で除した

額とする。

 ２　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則

第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額と

し、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増

加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とす

る。

新株予約権の行使期間 2018年６月12日から2021年６月11日までの期間（以下「行使可能期間」という。）とする。

ただし、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日（株式会社証券保管

振替機構（以下「機構」という。）の休業日等でない日をいう。）並びに機構が必要である

と認めた日については、行使請求をすることができないものとする。

新株予約権の行使請求の

受付場所、取次場所及び

払込取扱場所

１　新株予約権の行使請求受付場所

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

２　新株予約権の行使請求取次場所

 該当事項なし

 ３　新株予約権の行使に関する払込取扱場所

 株式会社三井住友銀行　東京中央支店

 ４　新株予約権の行使請求及び払込の方法

 (1）本新株予約権の行使請求は、機構又は口座管理機関（社債、株式等の振替に関する法

律（以下「社債等振替法」という。）第２条第４項に定める口座管理機関をいう。以

下同じ。）に対し行使請求に要する手続きを行い、行使可能期間中に機構により行使

請求受付場所に行使請求の通知が行われることにより行われる。

 (2）本新株予約権を行使する場合、本項第(1)号の行使請求に要する手続きとともに、本

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通

じて現金にて本欄第３項に定める新株予約権の行使に関する払込取扱場所の当社の指

定する口座に払い込むものとする。

 (3）本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件

１　当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（当該取締役会後15取引日を超えな

い日に定められるものとする。）を別に定めた場合には、当該取得日において、残存す

る本新株予約権の全部を取得する。当社は、本新株予約権を取得するのと引換えに、当

該本新株予約権の新株予約権者に対して、本新株予約権１個あたり払込金額と同額を交

付する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。

 ２　当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式

移転（以下「組織再編行為」という。）につき当社株主総会で承認決議した場合、当該

組織再編行為の効力発生日以前に、当社が本新株予約権を取得するのと引換えに当該本

新株予約権の新株予約権者に対して本新株予約権１個あたり払込金額と同額を交付し

て、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却す

るものとする。

 ３　当社は、当社が発行する株式が東証により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘

柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場

廃止が決定した日から２週間後の日（機構の休業日等である場合には、その翌営業日と

する。）に、本新株予約権を取得するのと引換えに当該本新株予約権の新株予約権者に

対して本新株予約権１個あたり払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全

部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。

 ４　本欄第１項及び第２項により本新株予約権を取得する場合には、当社は、当社取締役会

で定める取得日の２週間前までに、当該取得日を、本新株予約権者に通知する。
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新株予約権の譲渡に関す

る事項

該当事項なし

代用払込みに関する事項 該当事項なし

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

該当事項なし

　（注）１　本件新株予約権（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）の発行により資金の調達をしようとする理由

前記「１　新規発行新株予約権証券（第９回新株予約権証券）　(2）新株予約権の内容等　（注）１」をご

参照下さい。

２　本件新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの

内容

前記「１　新規発行新株予約権証券（第９回新株予約権証券）　(2）新株予約権の内容等　（注）２」をご

参照下さい。

３　当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

前記「１　新規発行新株予約権証券（第９回新株予約権証券）　(2）新株予約権の内容等　（注）３」をご

参照下さい。

４　当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取

決めの内容

前記「１　新規発行新株予約権証券（第９回新株予約権証券）　(2）新株予約権の内容等　（注）４」をご

参照下さい。

５　その他投資者の保護を図るため必要な事項

前記「１　新規発行新株予約権証券（第９回新株予約権証券）　(2）新株予約権の内容等　（注）５」をご

参照下さい。

６　振替新株予約権

前記「１　新規発行新株予約権証券（第９回新株予約権証券）　(2）新株予約権の内容等　（注）６」をご

参照下さい。

７　本件新株予約権行使の効力発生時期等

前記「１　新規発行新株予約権証券（第９回新株予約権証券）　(2）新株予約権の内容等　（注）７」をご

参照下さい。

８　単元株式数の定めの廃止等に伴う取扱い

前記「１　新規発行新株予約権証券（第９回新株予約権証券）　(2）新株予約権の内容等　（注）８」をご

参照下さい。

 

（３）【新株予約権証券の引受け】

　該当事項なし
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３【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

5,327,100,000 10,000,000 5,317,100,000

　（注）１　上記金額は第９回及び第10回新株予約権に係る金額の合計額です。また、払込金額の総額は、発行価額の総

額（第９回及び第10回新株予約権合計21,180,000円）に、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合

計額（第９回及び第10回新株予約権合計5,305,920,000円）を合算した金額であります。

２　払込金額の総額の算定に用いた発行価額の総額は、発行決議日の直前取引日の東証終値等の数値を前提とし

て算定した見込額です。実際の発行価額の総額は、条件決定日に決定されます。

３　払込金額の総額の算定に用いた新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額については、発行決議

日の直前取引日の東証終値を第９回新株予約権の当初の行使価額であると仮定し、第９回新株予約権が発行

決議日の直前取引日の東証終値、第10回新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金

額です。実際の第９回新株予約権の当初の行使価額は条件決定日に決定され、また、本件新株予約権の行使

価額が修正又は調整された場合には、調達する資金の額は増加又は減少します。また、新株予約権の行使期

間内に行使が行われない場合及び当社が新株予約権を消却した場合には、新株予約権の行使に際して払い込

むべき金額の合計額及び発行諸費用の概算額は減少します。

４　発行諸費用の概算額は、弁護士費用、新株予約権の価値評価費用及びその他事務費用（有価証券届出書作成

費用、払込取扱銀行手数料等及び登記関連費用等）の合計であります。

５　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

 

（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額5,317,100,000円につきましては、前記「１　新規発行新株予約権証券（第９回新株予

約権証券）　(2）新株予約権の内容等　（注）１　(1)」に記載しておりますとおり、中長期的な経営戦略に

おける新製品の強化及び事業拡大による、収益体質の一層の強化を目的として、下記の投資へ充当する予定で

す。

 具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期

① 新製品の開発（第９回号） 1,000 2018年６月～2021年６月

② 新製品発売に伴う広告宣伝費（第９回号） 1,000 2018年６月～2021年６月

③ 新製品発売に伴う運転資金（第９回号） 2,000 2018年６月～2021年６月

④ M&AやIP取得等にかかる資金（第９回号・第10回号） 1,317 2018年６月～2021年６月

 合計 5,317  

　（注）１　本新株予約権の行使状況により想定通りの資金調達ができなかった場合には、第９回新株予約権については

上記②、第10回新株予約権については上記④に充当する予定額を減額し、不足分を銀行借入により充当する

ことによって上記の事業計画を遂行する予定であります。なお、本新株予約権の行使時における株価推移に

より上記の使途に充当する支出予定金額を上回って資金調達が出来た場合には、上記②に充当する予定であ

ります。

２　当社は、本新株予約権の払込みにより調達した資金をすみやかに支出する計画でありますが、支出実行まで

に時間を要する場合には銀行預金等にて安定的な資金管理を図る予定であります。

３　上記①から④の間で、優先順位はございませんが、上記②及び③は上記①により新製品の開発に一定の目途

が立った段階で、かかる開発の状況に応じて充当する予定であります。

 

①　新製品の開発投資

　2017年10月に発表した当社初のIoT製品である自動通訳機「ポケトーク」をとりまく翻訳機市場は、国内

大手企業のみならず、世界でも次々と新製品が発表されています。2017年の訪日外国人は2018年３月発表の

国土交通省の調べによると2,800万人を超え、2020年には、4,000万人以上の訪日外国人の増加が期待されて

おり、今後自動翻訳技術を利用した翻訳機は大きな市場を生み出していくものと予測しております。このよ

うな翻訳機市場において、さらなる製品の競争激化が予測されることから、当社としてはより独自性を際立

たせた製品開発を行なうことが重要と考えており、そのために「ポケトーク」の次世代機の開発を行なうこ

とを予定しております。また、IoT製品の事業開発は、製品がインターネットに繋がることで、これまでに

存在しなかった新たな市場の創出が見込まれることから、自動通訳機以外の分野についても当社の20年以上

のソフトウェア開発経験をハードウェア製品と融合させていくことで、IoT事業を強化して参ります。加え
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て、英語教育ソフトウェアや、セキュリティソフト、年賀状作成など、従来の製品においても、販路拡大や

販売方法の需要変化に対応したソフトウェア開発を行なっていく予定です。

　これらの新製品の開発投資（人件費、ソフトウェア開発費用等）のための資金として2018年６月から2021

年６月までに1,000百万円を充当する予定です。

 

②　新製品発売に伴う広告宣伝費

　自動通訳機を始めとするIoT製品の事業開発は、従来にはない新規市場の創出につながっていくと考えて

おります。他方で、新製品の発売に際しては、ユーザー獲得のために広告宣伝費用が必要になるところ、

IoT製品については、国内量販店や、自社eSHOPを活用した従来の広告宣伝、販促活動に加えて、新規市場に

おける当社のシェアをより早期に拡大し、かかる市場内において確固たる地位を確立し、競争の激化が予測

される競合他社に対する差別化のためにも、テレビCMや電車内広告等による広告宣伝への投資が不可欠と考

えております。さらに、国内のみならず海外への販路拡大のためにWEBマーケティング等の広告宣伝への投

資を行う予定です。これらの広告宣伝費として、2018年６月から2021年６月までに1,000百万円を充当する

予定です。

 

③　新製品発売に伴う運転資金

　IoT製品はソフトウェアの開発・ハードウエアの設計に加え、部材等の調達・生産が必要となります。か

かる部材等の調達・生産は新製品の販売以前に支出する必要があるのに対して、これらの費用の回収は新製

品が実際に購入されたタイミングとなることから、新製品の販売に先立ち事前に一定規模の資金を運転資金

として確保する必要があります。かかる運転資金として、2018年６月から2021年６月までに2,000百万円を

充当する予定です。

 

④　M&AやIP取得等にかかる資金

　競争の激化が予想されるソフトウェア及びIoT製品に関する事業環境下においては、積極的なM&A、資本業

務提携を伴う業務提携を推進していくことが、長期的かつ安定的な成長を推し進める上で重要と考えており

ます。ソフトウェアにおいては、前年度に実施した「筆まめ」「ロゼッタストーン」のようなソフトウェア

業界における大型ブランドの獲得は、同ブランドの既存収益がグループ収益化につながるだけでなく、当社

のマーケティング力により、さらなる利益向上につながると考えており、当社は引き続きM&AやIP取得等を

継続して参ります。またIoT製品においては戦略的なパートナーシップにより品質の高さ、スピード、ス

ケールを最大化し、かつ効率的な生産体制を築くことが重要と考えており、その為にもM&Aや事業提携等に

積極的な投資を行っていく方針です。これらのM&A、事業提携及びIP取得等にかかる資金として、2018年６

月から2021年６月までに1,317百万円を充当する予定です。なお、対象領域としては当社グループの既存事

業や既存の資産とのシナジーが認められる分野を中心に複数の案件を想定しており、現時点において具体的

に計画されている案件はございませんが、今後案件が具体的に決定された場合においては、適時適切に開示

いたします。なお、上記のようなM&AやIP取得等の投資機会が実現しない場合には、当該使途に充当するこ

とを予定していた調達金額は、上記②に充当する予定です。

 

第２【売出要項】
　該当事項なし
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第３【第三者割当の場合の特記事項】

１【割当予定先の状況】

ａ．割当予定先の概要

名称 野村證券株式会社

本店の所在地 東京都中央区日本橋一丁目９番１号

直近の有価証券報告書等の提出日

有価証券報告書　事業年度　第16期

（自　2016年４月１日　至　2017年３月31日）

2017年６月26日関東財務局長に提出

半期報告書　事業年度　第17期中

（自　2017年４月１日　至　2017年９月30日）

2017年11月14日関東財務局長に提出

 

ｂ．当社と割当予定先との間の関係

出資関係

当社が保有している割当予定

先の株式の数
－

割当予定先が保有している当

社の株式の数

（2018年３月31日現在）

185,973株

人事関係

当社と割当予定先との間には、記載すべき人事関係はありません。また、

当社の関係者及び関係会社と割当予定先の関係者及び関係会社の間には、

特筆すべき人事関係はありません。

資金関係 該当事項なし

技術又は取引等の関係 当社の主幹事証券会社であります。

 

ｃ．割当予定先の選定理由

　当社は、前記「第１　募集要項　１　新規発行新株予約権証券（第９回新株予約権証券）　(2）新株予約権の内

容等　（注）１　(3)」に記載のとおり、野村證券株式会社が、株価や既存株主の利益に充分に配慮しながら必要

資金を調達したいという当社のニーズを充足し得るファイナンス手法として本件新株予約権を提案したことに加

え、同社が、①当社の主幹事証券会社として良好な関係を築いてきたこと、②国内外に厚い投資家基盤を有してい

るため、当社株式に対する機関投資家をはじめとする投資家の多様な需要に基づき、今回発行を予定している新株

予約権の行使により交付する株式の円滑な売却が期待されること、③同種のファイナンスにおいて豊富な実績を有

しており、株価への影響や既存株主の利益に配慮しつつ円滑な資金調達が期待できること等を総合的に勘案し、同

社を割当予定先として選定いたしました。

　なお、本件新株予約権は、日本証券業協会会員である野村證券株式会社による買受けを予定するものであり、日

本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行われるものでありま

す。

 

ｄ．割り当てようとする株式の数

　本件新株予約権の目的である株式の総数は6,120,000株（第９回新株予約権の交付株式数5,120,000株及び第10回

新株予約権の交付株式数1,000,000株の合計数）です（ただし、前記「第１　募集要項　１　新規発行新株予約権

証券（第９回新株予約権証券）」及び前記「第１　募集要項　２　新規発行新株予約権証券（第10回新株予約権証

券）」における各「(2）新株予約権の内容等」の「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整さ

れることがあります。）。

 

ｅ．株券等の保有方針

　本件新株予約権の割当予定先である野村證券株式会社は、当社との間で締結予定の買取契約の規定により、本件

新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要があります。一方

で、野村證券株式会社は、本件新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社株式を原則として長期間保有

する意思を有しておらず、当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しながら適時適切に売却する方針であることを

口頭で確認しております。
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ｆ．払込みに要する資金等の状況

　当社は、本件新株予約権の割当予定先である野村證券株式会社が2017年11月14日付で関東財務局長宛に提出した

第17期中半期報告書の2017年９月30日における中間貸借対照表により、同社が本件新株予約権の払込みに要する充

分な現金・預金及びその他の流動資産（現金・預金：1,157,438百万円、流動資産計：12,200,821百万円）を保有

していることを確認しております。

 

ｇ．割当予定先の実態

　割当予定先である野村證券株式会社の完全親会社である野村ホールディングス株式会社は株式会社東京証券取引

所及び株式会社名古屋証券取引所に上場しており、また、同社グループのウェブサイト上で公表されている野村グ

ループ倫理規程において、「野村グループは、反社会的勢力又は団体との一切の取引を行わないものとする。」と

公表しています。当社はその文面を入手し、当該文面の内容を確認しております。また、反社会的勢力との関係遮

断に関する組織的な対応を推進するための統括部署を設置し、反社会的勢力関連の情報の収集・蓄積及び厳格な管

理を行っていること等を、割当予定先である野村證券株式会社からヒアリングし確認しております。

　これらにより、当社は、割当予定先は反社会的勢力等の特定団体等との関係を有していないものと判断しており

ます。

 

２【株券等の譲渡制限】

　割当予定先は、当社との間で締結予定の買取契約の規定により、本件新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当

社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要があります。その場合には、割当予定先は、あらかじめ譲受人と

なる者に対して、当社との間で前記「第１　募集要項　１　新規発行新株予約権証券（第９回新株予約権証券）　

(2）新株予約権の内容等　（注）２　①及び②」の内容等について約させるものとします。ただし、割当予定先が、

本件新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げません。

 

３【発行条件に関する事項】

(1）発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

　今般の資金調達においては、本件新株予約権の発行決議に係る公表と同時に2018年３月期に係る決算短信が公表

されております。当社は、当該決算短信の公表に伴う株価への影響の織り込みのため、本日（発行決議日）時点に

おける本件新株予約権の価値と条件決定日時点における本件新株予約権の価値を算定し、高い方の金額を踏まえて

本件新株予約権の払込金額を決定する予定です。

　上記に従って、当社は、本日（発行決議日）時点の本件新株予約権の価値を算定するため、本件新株予約権の発

行要項及び割当予定先との間で本件新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって締結予定の買取契約に定め

られた諸条件を考慮した本件新株予約権の価値評価を第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティン

グ（東京都千代田区霞が関三丁目２番５号　代表取締役ＣＥＯ　野口真人）（以下「プルータス・コンサルティン

グ」という。）に依頼いたしました。プルータス・コンサルティングは、権利行使期間、権利行使価格、当社株式

の株価、株価変動率、配当利回り及び無リスク利子率を勘案し、新株予約権の価値評価で一般的に使用されている

モンテカルロ・シミュレーションを用いて、本件新株予約権の価値評価を実施しております。価値評価にあたって

は、主に①当社の取得条項（コール・オプション）については発動のタイミングを定量的に決定することが困難で

あるため、下記③の場合を除き評価に織り込まないこと、②当社は資金調達のために株価水準に留意しながら行使

指定を行い、割当予定先は株価水準に留意しながら権利行使を行うこととして、株価が下限行使価額を上回ってい

る場合において、資金支出計画をもとに想定される支出期間（権利行使可能な期間に限る。）にわたって一様に分

散的な権利行使がされること、③東証終値が20取引日連続して条件決定決議日の直前取引日の東証終値の90％に相

当する金額を下回った場合、割当予定先は当社に本新株予約権の取得を請求する旨の通知を行うこと等を想定して

おります。当社は、当該評価を参考にして、本日（発行決議日）時点の本件新株予約権１個あたりの払込金額とし

て、第９回及び第10回新株予約権のそれぞれにつき、当該評価と同額となるよう、金400円及び金70円と決定しま

した。なお、当社及び当社監査役による本件新株予約権の発行に係る有利発行性の判断は、条件決定日において本

件新株予約権の払込金額を最終的に決定する際に行いますが、当社は、前記「第１　募集要項　１　新規発行新株

予約権証券（第９回新株予約権証券）　(2）新株予約権の内容等　（注）１　(2)」に記載した本件新株予約権の

特徴や内容、本件新株予約権の行使価額の水準、第三者評価機関による本新株予約権の価値の評価結果を勘案の

上、これらを総合的に検討した結果、本件新株予約権の払込金額の決定方法は合理的であると考えており、また、

当社監査役４名全員（うち社外監査役２名）から、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、当該決定方法に

基づき本件新株予約権の払込金額を決定するという取締役の判断について、法令に違反する重大な事実は認められ

ないという趣旨の意見を得ております。
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(2）発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方

　本件新株予約権全てが行使された場合における交付株式数は最大6,120,000株（議決権61,200個相当）であり、

発行決議日現在の当社発行済株式数63,481,000株（総議決権数619,294個）に対し最大9.64％（当社議決権総数に

対し最大9.88％）の希薄化が生じるものと認識しております。

　しかしながら、本件新株予約権の発行により、今後の成長基盤の確立及び中長期的な企業価値の向上を図れるこ

とから、本件新株予約権の発行は株主価値の向上に資する合理的なものであると考えております。

　また、①本件新株予約権全てが行使された場合の最大交付株式数6,120,000株に対し、当社株式の過去６か月間

における１日あたりの平均出来高は3,689,578株であり、一定の流動性を有していること、②本件新株予約権は当

社の資金需要に応じて行使をコントロールすることが可能であり、かつ③当社の判断により任意に本件新株予約権

を取得することが可能であることから、本件新株予約権の行使により発行又は交付され得る株式数は市場に過度の

影響を与える規模ではないものと考えております。

　これらを総合的に検討した結果、希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。

 

４【大規模な第三者割当に関する事項】

　本件新株予約権の発行は、①本件新株予約権の行使により交付される普通株式に係る議決権数を発行決議日現在に

おける当社の発行済株式数に係る議決権総数の25％未満としていること、②支配株主の異動を伴うものではないこと

（本件新株予約権の全てが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと）から、

大規模な第三者割当に該当しません。
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５【第三者割当後の大株主の状況】

　本件新株予約権の行使により、大株主の状況が次のとおり変動する見込みであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

総議決権数
に対する所
有議決権数
の割合
（％）

割当後の所
有株式数
（株）

割当後の総
議決権数に
対する所有
議決権数の
割合（％）

松田憲幸 東京都港区 17,151,600 27.70 17,151,600 25.20

株式会社ヨドバシカメラ
東京都新宿区北新宿三丁目20番

１号
7,219,200 11.66 7,219,200 10.61

野村證券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目９番

１号
185,973 0.30 6,305,973 9.27

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11

号
3,090,500 4.99 3,090,500 4.54

松田里美 東京都港区 1,848,000 2.98 1,848,000 2.72

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３

号
1,614,200 2.61 1,614,200 2.37

NOMURA PB NOMINEES LIMITED

OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)

（常任代理人　野村證券株式会

社）

1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R

3AB, UNITED KINGDOM

（東京都中央区日本橋一丁目９

番１号）

1,400,538 2.26 1,400,538 2.06

株式会社新進商会 東京都港区三田二丁目17番25号 1,128,800 1.82 1,128,800 1.66

CHASE MANHATTAN BANK GTS

CLIENTS ACCOUNT ESCROW

（常任代理人　株式会社みずほ

銀行決済営業部）

5TH FLOOR, TRINITY TOWER9,

THOMAS MORE STREET LONDON,

E1W 1YT, UNITED KINGDOM

（東京都港区港南二丁目15番１

号）

825,478 1.33 825,478 1.21

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD

AC ISG (FE-AC)

（常任代理人　株式会社三菱Ｕ

ＦＪ銀行）

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET

STREET LONDON EC4A2BB UNITED

KINGDOM

（東京都千代田区丸の内二丁目

７番１号）

699,472 1.13 699,472 1.03

計 ― 35,163,761 56.78 41,283,761 60.67

　（注）１　「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」につきましては、2018年３月31日現在の株

主名簿に基づき記載しております。

２　大株主の「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出にあたっては、「2018年３月31日現在

の所有議決権数（野村證券株式会社については当該議決権数に本件新株予約権の行使により交付されること

となる株式数の上限である6,120,000株に係る議決権数61,200個を加算した数）」を、「2018年３月31日現

在の総議決権数に本件新株予約権の行使により交付されることとなる株式数の上限である6,120,000株に係

る議決権数61,200個を加算した数」で除して算出しております。

３　前記「１　割当予定先の状況　ｅ．株券等の保有方針」に記載のとおり、割当予定先である野村證券株式会

社は、割当を受けた本件新株予約権の行使により交付された株式を当社の株価及び株式市場の動向等を勘案

しながら適時適切に売却する方針であるため、割当予定先である野村證券株式会社は割当後における当社の

大株主とはならないと見込んでおります。

４　上記のほか、自己株式が1,544,012株（2018年３月31日現在）あります。

 

６【大規模な第三者割当の必要性】

　該当事項なし

 

７【株式併合等の予定の有無及び内容】

　該当事項なし
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８【その他参考になる事項】

　該当事項なし

 

第４【その他の記載事項】
　該当事項なし
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第二部【公開買付けに関する情報】
　該当事項なし

 

第三部【参照情報】

第１【参照書類】
　会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第21期（自　2016年４月１日　至　2017年３月31日）2017年６月29日関東財務局長に提出

 

２【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第22期第１四半期（自　2017年４月１日　至　2017年６月30日）2017年８月９日関東財務局長に提出

 

３【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第22期第２四半期（自　2017年７月１日　至　2017年９月30日）2017年11月10日関東財務局長に提出

 

４【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第22期第３四半期（自　2017年10月１日　至　2017年12月31日）2018年２月14日関東財務局長に提出

 

５【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2018年５月15日）までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2017年６月30日に関

東財務局長に提出

 

第２【参照書類の補完情報】
　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載され

た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本有価証券届出書提出日（2018年５月15日）まで

の間に以下のとおり変更及び追加すべき事項が生じております。

　以下の内容は、当該有価証券報告書等の「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、当該変更及び追加箇所

については＿＿＿罫で示しております。

　なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は、以下に変更及び追加して記

載された事項を除き、本有価証券届出書提出日（2018年５月15日）現在において変更の必要はなく、また新たに記載す

べき将来に関する事項もないと判断しております。

 

［事業等のリスク］

　有価証券報告書等に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。

　なお、文中の将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日（2018年５月15日）現在において当社グループが判断し

たものであります。

 

(1）当社グループの事業環境について

①　当社グループが属する市場について

ａ．スマートフォン市場の拡大について

　通信キャリア各社がスマートフォンの新製品を次々と販売開始しており、スマートフォン市場が急速に拡大し

ております。当社グループでは、「Android厳選アプリ」シリーズなど、スマートフォン向けアプリケーション

の開発及び販売を行なっておりますが、今後新たな法的規制の導入、技術革新の遅れ、利用料金の改定を含む通

信業者の動向など、当社の予期せぬ要因によりスマートフォン市場の発展が阻害される場合には、当社グループ

の業績に影響を与える可能性があります。
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ｂ．個人向けのパソコン販売台数等の影響について

　当社グループ製品は個人向けパソコン用ソフトの比率が高いため、個人消費やパソコンの普及状況、特に個人

向けのパソコン販売台数の動向に大きな影響を受けます。従って、個人向けのパソコン販売台数の伸び悩み、及

び個人消費の冷え込みがみられた場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

ｃ．翻訳機市場について

　IoT製品である翻訳自動通訳機「ポケトーク」に関連する翻訳機市場は、2020年には、4,000万人以上の訪日外

国人の増加が期待されており、今後大きな市場を生み出していくものと予測しております。このような市場にお

いて、国内大手企業のみならず、世界でも新製品が次々と発表されており、当社の独自性が際立って失われた場

合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

②　販売ルート及び販売形態の多様化について

　当社グループは、インターネットの普及やブロードバンド化、アプリストアからのソフト配信などによる消費ス

タイルの変化に対応するために、店頭販売だけでなく、自社オンラインショップやスマートフォン通信事業者など

キャリア経由のアプリ販売等、販路の多様化に取り組んでおります。これら店頭販売以外のルートを通じた売上の

比率は、2018年３月期で全体売上の66.2％となっております。また、海外子会社を通じて、米国を中心とした海外

の販路拡大も見込んでおります。このような販路や販売方法の多様化が、想定する効果を得られない場合には、当

社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

③　製品の技術革新の速さについて

　パソコン用ソフト及びスマートフォンアプリ、IoT製品は、ＯＳ、webサービス、デバイス、通信技術等の技術革

新のスピードが速いため、絶えず技術開発と機能強化に努め、他社に先駆けて新規製品やバージョンアップ版を投

入する必要があります。今後も技術革新のスピードが衰えることはないと推測されるため、当社グループ製品の機

能が陳腐化した場合や、技術開発及びライセンス取得の努力にもかかわらず、技術革新への対応に遅れが生じた場

合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

④　ＯＳの動向について

　パソコン用ソフトは、ＯＳとアプリケーションソフトに区分できますが、当社グループ製品の大部分はアプリ

ケーションソフトであり、その大部分はマイクロソフト社のＯＳ「Windows」を前提としているため、「Windows」

のバージョンアップに伴って新規需要の発生及び発売前の買い控えが起こり、業績が変動する可能性があります。

また、代替ＯＳ等の登場により、現在のＯＳ市場において圧倒的なシェアを占める「Windows」のシェアが低下す

る場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。

　スマートフォンのアプリケーションにつきましては、当社グループ製品の多くがGoogle社のＯＳ「Android」を

前提としております。「Android」はパソコン用ソフトのＯＳよりも頻繁にバージョンアップが行なわれる傾向に

あるため、当社グループ製品の新ＯＳへの対応が遅れた場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があ

ります。

 

⑤　競争が激しいことについて

　パソコン用ソフト市場及び翻訳機市場は競争が激しく、短期間で他社製品にシェアを奪われる可能性がありま

す。

　市場競争力を維持するためには、常に既存製品をバージョンアップし市場対応を行なうこと、新規性の強い製品

や差別化された製品を企画開発し、市場創造や市場細分化による利益追求を行なうこと、効果的な広告宣伝が重要

です。当社グループの主要製品の１つであるセキュリティソフトは競争が激しい分野であり、2006年に年間更新料

のかからない「ウイルスセキュリティZERO」を、2011年に世界最高レベルの技術を持つBitdefender,SRLの製品を

更新料０円にした「スーパーセキュリティZERO」をそれぞれ発売することで新しい市場、他社との差別化を図りま

した。しかしながら、当社グループが既存製品の市場対応又は新製品による市場創造もしくは市場細分化を適切に

行なうことができなかった場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　また、個人向けパソコン用ソフトの販売価格は、当社グループが業界に先駆けて税込1,980円から4,980円を中心

とした低価格帯の製品を発売しておりますが、この価格体系に追随する企業もあり、今後パソコンソフトウェア

メーカー間又は家電量販店をはじめとする各小売店間の競争激化等により製品単価が下落する可能性があります。

将来、このような価格競争により製品の販売価格の引き下げを余儀なくされた場合には、当社グループの業績に影

響を与える可能性があります。

　その他、スマートフォンアプリにつきましては、ＯＳベンダーやキャリアが運営するアプリストアでの配布が一

般的なため、当社が従来行なってきたマーケティング手法が充分に機能せず、他社との差別化を図りながら競争力

を保つことが難しくなることもあります。このような場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があり

ます。通訳機を含むIoT製品については、国内大手企業はもちろん、世界規模で展開する多種多様な業種の企業が
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参入する新しい市場であり、製品の開発、販路の拡大、広告宣伝等において他社への優位性を保つことができない

場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

(2）当社グループの経営方針について

①　マーケティングの重要性について

　個人向けのソフトウェア・ハードウェア市場においては、個人消費に対するマーケティング活動が極めて重要で

あると考えております。当社グループのマーケティング手法の特徴としては、以下のようなものがあります。

ａ．パッケージデザイン

　当社グループは、パッケージデザインを店頭のマーケティング手法として非常に重視しております。パッケー

ジデザインは内製化されており、パッケージデザインを中心として、統一的にチラシ、広告、販促品、webのデ

ザイン等を決定しております。当社グループでは、マーケティングに効果的なパッケージデザインを制作できる

優秀なデザイナーの確保が重要と考え注力しておりますが、優秀な人材を引き続き確保できない場合には、マー

ケティング活動に支障が生じ、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

ｂ．店頭市場での大型展開

　当社グループでは、製品の店頭露出の向上を重要なマーケティング手法の一つと考えており、家電量販店等、

小売店の店頭における当社グループ製品の特設コーナー設置等に努めております。小売店の店頭スペースを利用

したマーケティングには一定の効果があるものと考えておりますが、想定する効果を得られる保証はなく、ま

た、想定する効果を得られなかった場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

ｃ．ブランド資産と顧客資産

　当社グループは、web広告やテレビコマーシャル、雑誌広告等の広告宣伝を効果的に活用することによりソフ

トウェアメーカーとしてのブランドの確立に努めて参りました。こうした広告を入り口として、多数のライン

アップを取り扱うことにより様々な消費者の囲い込みを実施しており、当社グループの登録ユーザーは2018年３

月末時点で1,600万人を超えております。

　当社グループでは、これら無形資産であるブランド資産や顧客資産の活用により、より有利なマーケティング

展開が望めるものと考えておりますが、実施するマーケティング活動が想定する効果を得られる保証はありませ

ん。また、2018年３月期における広告宣伝費は５億80百万円、販売促進費は４億98百万円であり、これらの支出

が業績の向上に寄与するものと考えておりますが、想定する効果を得られる保証はなく、また、想定する効果を

得られなかった場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

②　企業イメージ及び製品イメージの重要性について

　個人向けのソフトウェア・ハードウェア市場においては、企業イメージ及び製品イメージが重要であり、効果的

な広告宣伝や顧客サポートの充実が必要であると考えております。従って、製品の不具合や瑕疵が発生した場合又

は現時点においては予期し得ないユーザーからの訴訟やクレーム等が提起された場合には、企業イメージ及び製品

イメージが低下し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

③　当社グループが推進する「ZERO」戦略について

　当社グループの主力製品である「ZERO」は、端末固定・期限なしのウイルス対策ソフトで、用途や予算に合わせ

て「ZEROウイルスセキュリティ」「ZEROスーパーセキュリティ」をそれぞれご用意しております。最初にインス

トールした端末が壊れたり、ＯＳの求めるスペックを満たせなくなるまで、最新版を提供しますが、想定を超える

アフターコストが発生した場合は、利益にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。

 

④　ハードウェア製品について

　通訳機「ポケトーク」をはじめとするハードウェア製品は、ソフトウェアの原価水準より高額であり、需要を大

きく見誤った場合には、生産コストの増加または廃棄コストの増加等、利益にマイナスの影響を及ぼす可能性があ

ります。

 

⑤　海外での活動について

　当社グループは、これまで国内及び海外にて優れた技術や製品を発掘し、日本国内においてPCソフトウェアや

Androidアプリの企画・開発・販売を行なって参りました。2012年には米国のシリコンバレーに海外子会社を設立

し、世界最大の利用ユーザーがいる英語学習ソフト「Rosetta Stone」ブランドを保持するRosetta Stone Ltd.と

の業務提携を行なうなど、日本国内での販売を次々に開始しております。さらに通訳機「ポケトーク」については

海外の販売を推し進めて参ります。しかしながら、海外活動を行なっていく中で、各国の法令、制度、政治、経

済、為替等を始めとした様々な潜在的リスクが存在します。そのため、これらの事象が発生した場合には、当社グ

ループの業績に影響を与える可能性があります。
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(3）最近５事業年度の業績の変動要因について

　当社グループの最近５事業年度の業績は、売上高、経常損益並びに当期純損益に大きな変動が生じております。各

事業年度の損益の主な変動要因は、以下の通りです。

2013年３月期（連結）

製品ラインアップを見直し、付加価値の高いソフトウェア製品の販売及びサービスの提供を

重点的に強化して参りました。その結果、ＫＤＤＩ株式会社が提供するAndroidスマート

フォン向け月額サービス「auスマートパス」に採用された「超節電」や「驚速メモリ」な

ど、「Android厳選アプリ」シリーズの売上が2012年３月期と比較して大幅に増加いたしま

した。また「筆王　Ver.17」は2012年ジャンル別年間販売本数第１位を獲得しております。

これらの影響により、2012年３月期と比較し、売上高が微減となったものの、営業利益、経

常利益が大幅に増加し、当期純利益につきましては、過去最高益となりました。

2014年３月期（連結）

前期に続き、パソコンソフトやAndroidスマートフォン向けアプリケーションの積極的な拡

充に取り組みました。主力製品である「ウイルスセキュリティZERO」や「筆王」、その他新

作の売上が好調に推移しました。スマートフォン向けアプリケーションは「auスマートパ

ス」へタイトルを追加すると共に、株式会社ＮＴＴドコモの「スゴ得コンテンツ」へもアプ

リケーションを提供しました。粗利率の高い売上が好調だったことにより、営業利益、経常

利益、当期純利益はいずれも過去最高益となりました。

2015年３月期（連結）

スマートフォン向けアプリケーションは、ソフトバンクモバイル株式会社の「App Pass」に

提供開始することで、国内主要３キャリア全てにアプリ提供することができました。また、

スマホアプリ100タイトル以上が定額料金で使い放題の自社サービス「アプリ超ホーダイ」

の提供も開始しました。同時に、パソコンソフト120タイトル以上使い放題の自社サービス

「超ホーダイ」や法人向けビジネスソフト使い放題の「超ホーダイBusiness」も発売しまし

た。この結果、売上は好調に推移し、営業利益、経常利益は２年連続で過去最高益を更新し

ました。

2016年３月期（連結）

スマートフォン向けアプリケーションは、国内主要３キャリア全てに20タイトル以上提供す

ることができました。また、Microsoft社の新ＯＳ「Windows10」がリリースされたことで、

主力製品を始めとするWindows関連製品が売上に大きく寄与しました。自社オンライン

ショップでの売上も好調に推移し、営業利益、経常利益は３年連続で過去最高益を更新しま

した。

2017年３月期（連結）

パソコンソフトでは「Windows10」の移行に伴って、主力製品のセキュリティソフトを始め

とする新ＯＳ対応版製品のリリースに注力しました。年末の年賀状シーズンでは、当社の主

力製品である「筆王」に加え、2016年４月に取得したMac用のハガキ作成ソフト「宛名職

人」と、業界トップシェアを誇る「筆まめ」の店頭市場独占販売が、新たに収益寄与いたし

ました。スマートフォン向けアプリや自社オンラインショップでの売上も好調に推移し、営

業利益、経常利益は４年連続で過去最高益を更新しました。

 

(4）特定の取引先等への依存について

特定の業務委託先への依存について

　当社グループは、開発業務、生産及び物流業務、顧客サポート業務等について、特定の第三者に委託しておりま

す。業務委託先のサービス内容の維持に関しては、委託業務の進捗管理、品質管理、コスト管理等の業務管理を徹

底することで対応しておりますが、管理方法が間接的であるため十分に行なえない可能性があります。既存の業務

委託先との契約関係は今後も維持できると考えておりますが、現状の契約関係を維持できなくなった場合、委託業

務に係る費用が上昇した場合には、当社グループの事業運営や業績に影響を与える可能性があります。

ａ．開発業務の他社への依存について

　当社グループ製品のプログラム開発は、他社の開発力に依存している部分があります。当社グループでは、開

発期間が短く、かつ、高い品質を確保できる開発委託先を選定しておりますが、これらの要求を満たすことので

きる開発委託先は限定されております。また、各開発委託先により技術的な得意領域が異なっており、これをう

まく組合せることにより製品化することも重要です。今後も開発委託先との関係強化や当社グループの要求を満

たすことのできる新たな開発委託先の確保に努める所存ですが、現状のような開発委託先の確保や組合せができ

なかった場合には、製品開発体制や業績に影響を与える可能性があります。
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ｂ．生産及び物流業務の他社への依存について

　当社グループの生産及び物流業務は、開発や年間の生産スケジュールとかかるコスト等のバランスを鑑みて、

それぞれに最適と思われる他社に委託しております。当該業務の委託先の切替えは可能と考えておりますが、切

替えには一定の期間とコストを要します。このため、新たな委託先の確保と育成を行なうべく努力しておりま

す。このような努力にもかかわらず、現在の委託先が受託しきれないほどの急激な委託業務の追加が発生し代替

先の確保が図れなかった場合には、当社グループの業務運営や業績に影響を与える可能性があります。

 

ｃ．顧客サポート業務の他社への依存について

　当社グループでは、顧客サポートサービスとして、製品の使用方法や不具合に関する問合せを専用ダイヤルに

よる電話及び電子メールで受け付けております。現在本業務の一部を外部へ委託しており、万一の場合、当該業

務の委託先の切替えができるよう準備を整えておりますが、切替えには一定の期間とコストを要します。従っ

て、現在の委託先が受託しきれないほどの急激な委託業務の追加が発生し代替先の確保が図れなかった場合に

は、当社グループの業務運営や業績に影響を与える可能性があります。

 

(5）返品及び在庫について

　当社グループは、契約書上に定める一定範囲において、家電量販店をはじめとする各小売店、流通代理店等より、

一定の条件で当社グループ製品の返品を受け入れております。当社グループでは、実売状況の把握や適正出荷に努め

ており、現在返品は低水準を維持しておりますが、技術革新やバージョンアップ等により製品が陳腐化した場合に

は、大量の返品が発生する可能性があります。また、家電量販店をはじめとする各小売店、流通代理店等の在庫水準

の方針転換等がなされた場合は、予想以上の返品が発生する可能性があります。なお、期末日後の返品による損失に

備えるため、過去の返品実績に基づき返品調整引当金を計上しておりますが、当初の見積もりを超える返品を受け入

れた場合には、返品調整引当金の金額が積み増され、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。また、

返品された製品を含む自社製品の在庫について、適正水準の維持に努めており、現在在庫は適正水準を維持しており

ますが、製品陳腐化等により損失が発生する可能性があり、かかる事態が発生した場合には当社グループの業績に影

響を与える可能性があります。

 

(6）知的財産権について

①　第三者の権利使用について

　当社グループがすべての著作権を保有している製品以外に、プログラム、キャラクター等の全部又は一部につい

て、第三者からライセンスを受けた製品があります。

　通常ライセンス契約や販売契約には有効期限があるため、契約期間終了後においても引き続きライセンスや販売

権を付与される保証はありません。また、当該契約の更新時において、ロイヤリティーが増加すること等の理由に

より当社グループ自らの判断で当該契約の更新を行なわない場合もあります。このような場合には、当該契約を前

提としていた開発計画や販売計画が変更又は中止となる可能性があり、当社グループの業績に影響を与える可能性

があります。なお、当社グループではライセンスの取得に際し、ロイヤリティーを販売数量に応じて支払う完全従

量料金化を推進しておりますが、最低保証料の名目で一定金額のロイヤリティーを販売に先立って支払う場合があ

ります。このような場合には、ロイヤリティーの支払い時に当該金額を前渡金として資産計上し、見込販売数量に

基づき償却しております。従って、見込販売数量と実際の販売数量との間に大幅な差異が生じた場合には、追加償

却による損失が発生し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

②　知的財産権の確保について

　当社グループでは、知的財産権の確保に努めております。研究開発の成果である特許権については、タイピング

の初心者が楽しみながらキーボードを見ずに指のポジショニングを学べる教育メソッド（「特打メソッド」）など

が日本国内及び米国において特許権を取得済であります。

　当社グループが販売する製品の名称につきましては、そのほとんどについて商標登録を行なっております。他社

製品との識別性を高めること、広告宣伝などのマーケティング施策の有効性を高めるという観点から商標権の重要

性は非常に高いと認識しております。

　これ以外の技術やビジネスモデルについても、特許権、実用新案権、商標権、著作権等での保護が必要であり、

それらの対象となる可能性があるものについては取得を目指しておりますが、必ずしもかかる権利を取得できる保

証はありません。当社グループの技術、ノウハウ等が特許権等として保護されず他社に先んじられた場合には、製

品の開発や販売に支障が生じ、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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③　他者の知的財産権の侵害について

　当社グループでは、製品名称については商標調査、製品の機能やデザイン等については特許・意匠調査を、顧問

弁護士・弁理士など専門家の助言を得ながら実施し、他者の権利侵害とならないようチェックする体制を敷いてお

ります。現在において当社グループ製品による第三者の知的財産権の侵害は存在していないと認識しております

が、今後も知的財産権の侵害を理由とする訴訟やクレームが提起されないという保証はなく、かかる事態が発生し

た場合には、当社グループへの損害賠償請求や信用の低下並びに製品の販売中止等により、当社グループの業績に

影響を与える可能性があります。

 

(7）関連法規制について

　当社グループは、販売方法の一つとして、インターネットを通じた消費者に対する直接販売を行なっております。

それに伴い「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」、「消費者契約法」、「特定商取引に関する法律」、「電子

消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」及び「特定電子メールの送信の適正化等に関する法

律」等の各種法令や監督官庁の指針、ガイドライン等による規制を受けております。こうした法令等の制定や改正、

新たなガイドラインや自主的ルールの策定又はそれらの改定等により、当社グループの事業が新たな制約を受け、又

は既存の規制が強化された場合、当社グループの事業、経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

(8）個人情報保護について

①　サービスの提供に伴う個人情報漏洩の危険性について

　当社グループは、サービスの提供にあたり会員情報やクレジットカード情報等の個人情報を取得し、利用してい

るため、「個人情報の保護に関する法律」が定める個人情報保護の義務が課されております。個人情報について

は、個人情報責任者を任命し、個人情報保護方針、個人情報保護規程及びその他ガイドラインを制定し、個人情報

の取り扱いに関する業務フローを極めて厳格に管理しております。また、全社横断的にセキュリティ委員会を設置

し、個人情報のみならず、情報管理全体において、従業員を対象として社内教育を充実させ、社内の意識を高める

よう努めております。特に個人情報の取り扱いが多い自社webサイトシステム、及び関連部署を中心として、セ

キュリティ対策を強化しており、第三者機関による審査を受け、「ISO27001」（注）の認証を受けております。し

かしながら、個人情報の流出等の重大なトラブルが発生した場合には、当社グループへの損害賠償請求や信用の低

下等により、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。

（注）　「ISO27001」は、個人情報を含む情報資産全体を保護し、利害関係者の信頼を得るセキュリティ体制の確

保を目的とする第三者適合性評価制度の基準となる規格です。

 

②　特定の業務委託先における機密情報漏洩・個人情報漏洩の危険性について

　当社グループでは、機密情報を取扱う業務については、信頼のおける業務委託先を選定したうえで、秘密保持契

約を締結しておりますが、情報管理の徹底にもかかわらず、万一、業務委託先において機密情報の漏洩や不正使用

等が発生した場合には、信用の失墜によって当社グループの事業運営や業績に影響を与える可能性があります。ま

た、顧客サポートや商品発送業務等、ユーザー情報（個人情報）を業務委託先に預託して運営する業務について

は、原則としてプライバシーマーク認証を受けた業務委託先を選定したうえで、定期的に当社グループにて業務委

託先のセキュリティ監査を実施するなど個人情報が漏洩しないような厳重な体制をとっております。ただし情報管

理の徹底にもかかわらず、万一、業務委託先において個人情報の漏洩が発生した場合には、当社グループへの損害

賠償請求や信用の低下等により、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。

 

(9）管理体制について

①　内部管理体制について

　当社グループは、取締役及び監査役計11名、従業員119名（2018年３月末日現在。うち６名は臨時従業員となり

ます）の組織であり、管理体制も現状の組織規模に応じたものとなっております。今後の事業拡大と業務量の増加

に備え、人員の増強と管理体制の一層の増強を図る方針であります。しかしながら、人員の確保及び育成並びに管

理体制の強化が順調に進まなかった場合は、適切な組織対応ができず、業務に支障をきたす可能性があります。
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②　人材の確保について

　当社グループの競争力は、製品の企画及びマーケティングに依存しております。今後とも継続的な成長を維持す

るためには、優秀な企画要員及びマーケティング要員の確保並びに育成が重要となります。しかしながら、このよ

うな人材の確保は、労働市場における人材そのものの希少価値が高いため、困難な状況にあります。また、比較的

小規模な組織であるために人材育成体制が十分ではない可能性があります。従って、今後とも人材確保及び育成を

経営における重要課題の一つと捉えて努力して参りますが、市場の早い変化に対して人材確保と育成強化が遅れた

場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

③　情報セキュリティに係るリスクについて

　当社グループは、業務遂行上、顧客に関する様々な機密情報を取り扱う機会が多いことから、当社グループの

サービス提供に必要なコンピューターネットワークを始めとする情報システムのセキュリティ強化を推進しており

ます。しかしながら、外部からの不正な手段によるコンピューター内への侵入、コンピューターウイルス、自然災

害、急激なネットワークアクセスの集中等により、重要データの漏洩・棄損、コンピュータープログラムの不正改

ざん等の損害が発生する可能性があります。当社グループではそのような事態を防ぐべく、社内のシステム部門を

中心にISMSに準拠した情報セキュリティシステムの構築やサーバーのクラウド移行による集中アクセスの負荷分散

など情報管理体制の強化に努めておりますが、想定を超える事態が発生した場合には、当社グループの事業及び業

績に影響を与える可能性があります。

 

第３【参照書類を縦覧に供している場所】
ソースネクスト株式会社　本店

（東京都港区東新橋一丁目５番２号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

第四部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項なし

 

第五部【特別情報】
　該当事項なし
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